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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月5日(2014.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｌ値が２０超２５未満であり、焙煎コーヒー豆１ｋｇあたりの（Ａ）ハイドロキノンの
含有量が１０ｍｇ以上、且つ（Ｂ）ヒドロキシヒドロキノンの含有量が５０ｍｇ以下であ
る、焙煎コーヒー豆。
【請求項２】
　（Ａ）ハイドロキノンと（Ｂ）ヒドロキシヒドロキノンとの含有質量比[（Ｂ）／（Ａ
）]が２．７以下である、請求項１記載の焙煎コーヒー豆。
【請求項３】
　焙煎コーヒー豆１００ｇ当たりのクロロゲン酸類の含有量が１．５ｇ以上である、請求
項１又は２記載の焙煎コーヒー豆。
【請求項４】
　Ｌ値が３０未満の原料焙煎コーヒー豆を密閉容器内に収容し、加圧下にて１００～１６
０℃で加熱処理する、焙煎コーヒー豆の製造方法。
【請求項５】
　加熱処理の時間が０．５～４時間である、請求項４記載の焙煎コーヒー豆の製造方法。
【請求項６】
　加熱処理の温度が１００～１４５℃である、請求項４又は５記載の焙煎コーヒー豆の製
造方法。
【請求項７】
　密閉容器の内容積が原料焙煎コーヒー豆の嵩体積の２～３０倍である、請求項４～６の
いずれか１項記載の焙煎コーヒー豆の製造方法。
【請求項８】
　製造される焙煎コーヒー豆のＬ値が２０超２５未満である、請求項４～７のいずれか１
項記載の焙煎コーヒー豆の製造方法。
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